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　子育て世帯生活支援特別給付金は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている子育て世帯への給付金
です。ひとり親世帯や低所得の子育て世帯を対象に、
児童 1人につき 5万円が支給されます。申請がお済
みでない方は期限までに申請してください。
※詳しくは市 をご確認ください。
申請期限　２月 28日㈪まで

※以下に該当する方は、すでに給付金を支給している
ため、申請は不要です。
•�令和３年４月分以降の児童手当または特別児童扶養
手当を受給し、令和３年度市民税が非課税の方
•令和３年４月分の児童扶養手当を受給した方
•�新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変
した等の理由で、すでに給付金を申請•受給した方

子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか

子ども医療費の登録はお済みですか

　市内に住所があり、医療保険に加入している 18歳
の年度末までの子どもを対象に医療費等を支給しま
す。利用には事前の登録が必要です。
　登録申請日から支給対象ですが、出生日や転入日の
翌日から 15日以内に申請すると、出生日や転入日か
ら支給対象となります。
登�録場所　子育て支援課（市役所２階）、支所市民福
祉課（アスピアこだま１階）
※重度心身障害者医療費の対象である子どもは、登録

不要です。
用意
•子どもの健康保険証（保険証がまだ手元にない場合
　でも、仮登録してください）。
•�申請者名義の通帳（父母ともに子どもと同居し養育
している場合は、原則として所得の高い方）
•�申請者の本人確認ができる書類（マイナンバーカー
ド、運転免許証等）

児童手当・（特別）児童扶養手当をご存じですか

　次代の社会を担う児童の家庭を経済的に支援するこ
とを目的とした福祉制度があります。下表に該当する方
は申請してください。認定されると、申請した翌月分か

ら支給の対象となります。各手当は重複して受給するこ
ともできます。

児童手当 児童扶養手当 特別児童扶養手当

対
象

　中学校修了前（15歳の年度末
まで）の児童を養育している方
※父母ともに児童を養育している
場合は、原則として所得の高い方
が申請者となります。
※公務員は、勤務先での申請と
なります。

　18歳の年度末までの児童（児
童に一定の障害がある場合は20
歳未満まで）を養育しているひと
り親の方
※父または母に一定の障害がある
場合や、父または母がいない児童
の養育者も手当が受けられます。

　精神または身体に一定の障害
がある20歳未満の児童を養育し
ている方
※児童が施設などに入所してい
る場合は支給対象外です。

各
手
当
の
月
額
（
令
和
３
年
度
）

＜所得制限限度額未満の場合＞
•児童手当
３歳未満　月額15,000 円
３歳～小学校修了前
　…第１•２子　月額10,000 円
　…第３子以降　月額15,000 円
中学生　月額10,000 円
※第〇子とは18歳の年度末まで
の児童の順番です。
＜所得制限限度額以上の場合＞
•特例給付　月額一律　5,000円

〇１人目支給額
　月額43,160 ～10,180 円
〇２人目加算額
　月額10,190 ～�5,100 円
〇３人目以降加算額
　月額�6,110 ～�3,060 円
※申請者や同居の家族の所得に
よって手当額を決定します（所得
制限額を超える場合は支給停止
となります）。
※公的年金を受給している方は、
年金の種類や金額によって手当
が受けられない場合があります。

重度障害の児童　月額52,500円
中度障害の児童　月額34,970円
※申請者や同居の家族の所得が
所得制限額を超える場合は、支
給停止となります。

市

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金を支給します

　新型コロナウイルス感染症が長期化する中、その影
響を受けている子育て世帯に給付金を支給します。
対�象　高校３年生（18歳の年度末）までの児童がい
る子育て世帯
給付額　児童１人につき５万円
　本庄市から令和３年９月分の児童手当を受給してい
る方には、12月 24 日に児童手当の登録口座へ振り
込みました。
　12月 24 日に振込がされていない、高校生の児童

のみを養育している方または公務員は、市 で支給日
や申請方法等をご確認ください。
※所得が児童手当制度の所得制限限度額以上の方（特
例給付を受給している方）は支給対象外です。

市

　子ども医療費を削減するため、子どもを医療機関等
に受診させる際には次の事にご協力ください。
�•�できるだけ診療時間内に受診し、必要以上の通院
は控える

�•�医薬品を処方してもらう際にジェネリック医薬品
の使用を選択する

子ども医療費の削減にご協力ください
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